[別紙 第４号 書式]
	受付番号
	
	受付年月日
	
	受付担当
	

	真相究明調査 申請書
(＊ 表示欄は必ず記載してください)

	申請人
(団体)
	*① 姓 名 (団体名)
	
	*② 生年月日
	

	
	*③ 電話番号
	
	*④ Eメール/Fax
	

	
	*⑤ 住 所
	

	
	*⑥ 事件との関係
	☐ 犠牲者のご遺族
☐ 10・29梨泰院惨事当時、緊急救助及び収拾に参加した人の中で、被害を受けた人
☐ 10・29梨泰院惨事当時、当該区域の近隣で事業場を運営していた人、又は勤労活動をしていた人の中で、被害を受けた人
☐ その他、10・29梨泰院惨事により、身体的・精神的・経済的被害を受け、回復を必要とする人

	
	
	具体的な関係 :

	被害者
	*① 姓 名
	
	*② 事件日時
	

	
	*③ 生年月日
	
	*④ 事件場所
	

	
	*⑤ 国 籍
	☐ 韓国人
	☐ 外国人

	申請
事由
	* 申請趣旨及び
申請の原因となった事実
	※ 申請趣旨及び申請の原因となった事実を具体的に作成してください（別紙で作成可）

	
	
	

	
	立証資料
	※ 追加資料 別添可

	
	目撃者又は
参考人
	

	「10・29梨泰院惨事被害者の権利保障と真相究明及び再発防止のための特別法」第25条に基づいて真相究明調査を申請します。

	[bookmark: _Hlk202299313]
	
	
	年
	月
	       日

	[bookmark: _Hlk202299483]
	申請人
	（署名 又は 印）

	10・29梨泰院惨事真相究明及び再発防止のための特別調査委員会 御中


※本文書は、2022年10月29日梨泰院惨事真相究明及び再発防止のための特別調査委員会の「真相究明のための調査規程」第4号付属書の日本語訳です。


(裏面)
	<口述受付>
※ この欄は、申請人が口述で真相究明陳情をする場合のみ作成します。

	
	
	
	年
	月
	日

	記録者 職 位
	
	姓 名
	
	(署名 又は 印)

	上記（表面）申請書は、申請人が陳述した通り、記録されたことを確認します。

	
	
	申請人 姓 名
	(署名 又は 印)



	作成留意事項
1. 申請人欄の「⑥事件との関係」欄は、事件被害を受けた人と申請人との関係を具体的に作成してください。

1) 犠牲者のご遺族の場合：例）「○○○の父」、「○○○の配偶者」
2) 職務でないにもかかわらず、緊急救助及び収拾に参加した人の場合：例）「いつ、どのように救助活動をした人」
3) 当該区域の近隣で事業場を運営している人、又は勤労活動をしていた人の場合：例 「○○○の運営者」
4) 身体的・精神的・経済的被害を受けた人の場合：例）「○○○被害を受けた人」 

2. 申請事由欄は、申請趣旨及び申請の原因となった事実を具体的かつ詳細に作成し、申請事件を立証できる写真、記録などを保有している場合、併せて提出してください。


※本文書は、2022年10月29日梨泰院惨事真相究明及び再発防止のための特別調査委員会の「真相究明のための調査規程」第4号付属書の日本語訳です。

個人情報の提供及び活用同意書
※ 色が濃い欄は申請人が作成しないでください。
	受付番号
	受付年月日

	

	被害者
	姓 名

	住民登録番号


	
	死亡日時

	死亡場所


	

	申請人
	姓 名

	住民登録番号


	
	被害者との関係

	電話番号


	
	住 所

	情報提供
目的
	申請事実の調査業務に活用

	「10・29梨泰院惨事被害者の権利保障と真相究明及び再発防止のための特別法」第25条に基づいた申請と関連して、情報主体（申請人と被害者）の個人情報及び固有識別情報を10・29梨泰院惨事真相究明及び再発防止のための特別調査委員会の委員長に提供することに同意します。

	
	
	
	年
	月
	日

	[bookmark: _Hlk202300137]
	申請人
	
	（署名 又は 印）

	
	代理人
	
	（署名 又は 印）



	10・29梨泰院惨事真相究明及び再発防止のための特別調査委員会の委員長 殿

	

	1. 情報の活用目的 : 「10・29梨泰院惨事被害者の権利保障と真相究明及び再発防止のための特別法」上、申請の調査業務に活用
2. 収集しようとする情報の保有機関 : 国防部、国家報勲処、国家人権委員会、国民権益委員会、国家記録院、軍検察部、軍事法院、法院、検察庁、警察庁、消防庁、地方自治団体、行政審判委員会、国民健康保険公団、民間医療機関、国防部傘下の各機関及び部隊の長など、調査の際、協調を受ける機関
3. 情報の提供を受ける機関 : 10・29梨泰院惨事真相究明及び再発防止のための特別調査委員会
4. 個人情報の保有及び利用期間 : 準永久
5. 委員会の調査と関連して、情報主体（申請人を含む）の個人情報及び固有識別情報の活用を拒否する権利があり、同意を拒否する場合、調査の立証資料不足などにより、不利益を受ける可能性があります。


※本文書は、2022年10月29日梨泰院惨事真相究明及び再発防止のための特別調査委員会の「真相究明のための調査規程」第4号付属書の日本語訳です。
